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「ろくの目くん」利用規約 

 

この利用規約（以下「本規約」といいます。）は、株式会社 KACHIEL（以下「当社」といいま

す）が提供する「ろくの目くん」（以下「本サービス」といいます）の利用条件を定めるも

のです。契約者の皆さまには、本規約に従って、本サービスをご利用いただきます。 

 

第 1条 (定義) 

本規約における用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。 

(1) 「利用契約」とは、本サービスを利用するに際し、当社との間に発生する本サービスの

利用に関する契約関係をいい、本規約、当社ウェブサイト上に掲載されるこれに関連する規

約・通知等をその内容に含みます。 

(2) 「契約者」とは、当社と利用契約を締結した法人又は個人をいいます。 

(3) 「自動化プログラム」とは、利用契約に基づき当社が提供する、契約者の作業の自動化

を目的としたコンピュータプログラムをいいます。 

 

第 2条（規約の適用及び変更） 

1. 本規約は、契約者が本サービスを利用するにあたっての諸条件を定めるものであり、当

社と契約者との間の利用契約について、本規定の条項が適用されます。 

2. 当社は、本規約を変更する必要が生じた場合には、契約者の明示の承諾を得ることなく、

本規約を変更することができるものとします。 

3. 前項による本規約の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、本規約を変更

する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を、契約者に対し、本規約変更の

効力発生前に、第 9条第 1項に定める方法により通知するものとします。ただし、文言の修

正等、契約者に不利益を与えるものではない軽微な変更の場合には、当該通知を省略するこ

とができます。 

 

第 3条（利用契約の成立） 

1. 本サービスの利用を希望する者（以下「利用希望者」といいます）は、当社所定の方法

に従って本サービスの利用申込み手続を行うものとします。なお、利用希望者は、本規約の

内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、利用希望者が利用申込を行った時点で、利用

希望者は本規約の内容を承諾しているものとみなします。 

2. 本サービスの利用契約は、契約者が当社に対し、前項の申込みを行い、当社が承諾した

時点で、当社と契約者との間で成立するものとします。 

3. 当社は、本サービスの利用申込を行った契約者が次の各号のいずれかに該当する場合に

は、利用契約を取り消すことができます。 

(1) 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由とし
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て利用契約を解除されたことがあるとき 

(2) 利用申込内容又は利用変更申込内容に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれが

あったとき 

(3) 金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあると当社が判断した

とき 

(4) その他当社が不適当と判断したとき 

 

第 4条（契約者の登録情報の変更） 

1. 契約者は、登録情報に変更があった場合は、速やかに、当社所定の変更手続を行うもの

とします。 

2. 契約者は、前項の変更を怠ったことにより当社からの通知が不到達となった場合、当該

通知は通常到達すべき時に到達したとみなされることを予め承諾するものとします。 

3. 契約者が第 1項の変更を怠ったことにより生じた損害について、当社は一切責任を負わ

ないものとします。 

 

第 5条（本サービスの内容） 

 当社は、契約者の作業の自動化を目的とした自動化プログラムを提供し、契約者は、当該

自動化プログラムを利用することができます。ただし、自動化プログラムにかかる知的財産

権及びその他の権利はすべて当社に帰属し、契約者に移転するわけではありません。 

 

第 6条（自動化プログラムの利用） 

1. 契約者は、利用契約成立後、当社にて行う初期設定が完了したときから、自動化プログ

ラムを利用することができます。 

2. 契約者は、コミュニケーションツール「Chatwork」を通じて、当社所定の方法で自動化

プログラムを利用することができます。 

3. 契約者は、自動化プログラムを、契約者の役員又は従業員（契約者の業務実施地域内で

契約者の職務に従事する者を含みます）にのみ利用させることができるものとし、その他の

第三者に利用させることはできません。 

4. 契約者は、前項の自動化プログラムの利用者に対し、本規約及び利用契約に定める条件

を周知し、これに従わせるものとします。 

5. 契約者が、第３項の範囲内で自動化プログラムを利用していることを確認するため、当

社は必要な調査を行うことができるものとし、契約者はこれに応じるものとします。 

 

第 7条（有効期間） 

1. 利用契約の有効期間は、利用契約の成立日から１か月間とします。ただし、期間満了日

の１５日前まで（当該有効期間中の利用料金が無料である場合には、期間満了日まで）に、
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契約者から利用契約を更新しない旨の申出がない限り、同条件にて１か月間自動的に延長

されるものとし、以後同様とします。契約者からの更新しない旨の申出は、当社指定の電子

メールアドレス宛に通知する方法によってのみ行うことができます。 

2. 当社が最低利用期間を定めている場合には、契約者は、当該期間中、前項但書に定める

利用契約を更新しない旨の申出を行うことはできません。 

3. 利用契約の有効期間中、契約者は、利用契約を解約することはできません。 

4. 利用契約が終了した場合、会員は、自動化プログラムを利用できないものとします。 

 

第 8条（利用料金） 

1. 契約者は、当社に対し、利用契約の有効期間中、当社が別途定める利用料金を支払うも

のとします。支払方法は、クレジットカード又は口座振替のいずれかの方法によります。 

2. 当社は、当社が必要と判断した場合、契約者へ事前に通知することにより、利用料金の

改定をすることができるものとします。当社が利用料金を改定した時点以降、契約者が本サ

ービスの利用を継続した場合、当該契約者は、改定後の利用料金を異議なく受け入れたもの

とみなします。ただし、当社は、当社の裁量で、既存の契約者に対し、旧利用料金の適用を

認める移行期間を設けることができるものとします。 

3. 当社は、利用料金について領収書等を発行いたしません。 

4. 本規約に別途定める場合を除き、当社は、契約者から当社に対して支払われた利用料金

の返金には一切応じないことにつき、契約者は予め承諾するものとします。 

 

第 9条 (通知) 

1. 当社から契約者への通知は、契約者が本サービスの利用にあたり登録した電子メールア

ドレス（以下「登録アドレス」といいます。）に宛てた電子メールの送信、登録した住所（以

下「登録住所」といいます。）に宛てた書面の発送又は当社ウェブサイトに掲載するなど、

当社が適当と判断する方法により行います。 

2. 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を登録アドレスに宛てた電子メールの送

信、登録住所に宛てた書面の発送又は当社のホームページへの掲載の方法により行う場合

には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの発信、書面の発送又はホームペー

ジへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。 

3. 当社は、契約者が何らかの通知を怠ったことにより契約者に宛てた通知の不到達その他

の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。 

 

第 10 条（個人情報の取り扱い） 

当社は、本サービスの利用を通じて取得した個人情報を当社が別途規定するプライバシー

ポリシーに則って、管理するものとし、契約者は、当社が契約者のデータ等に含まれる個人

情報をプライバシーポリシーに従って取り扱うことに予め承諾するものとします。 
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第 11 条 (禁止事項) 

1. 契約者は、本サービスの利用に関し、次の各号に該当する行為をしてはならないものと

します。 

(1) 本規約又は利用契約に違反する行為 

(2) 本サービスの目的から逸脱した目的で本サービスを利用する行為 

(3) 本サービスを法令又は公序良俗に反する目的で利用する行為 

(4) 本サービスにかかる著作権等の知的財産権その他の当社又は第三者の権利を侵害する

行為 

(5) 自動化プログラムを第 6条第 2項に定める以外の者に利用させる行為 

(6) 当社の本サービスの運営に支障を及ぼす行為又はそのおそれがある行為 

(7) 前各号のほか、当社において禁止すべき必要性を認める行為 

2. 当社は、契約者が前項各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用停止その

他当社が必要と判断する措置を行うことができるものとします。 

3. 当社が、前項の措置をとったことにより発生した直接的、間接的、その他すべての損害

について、当社は一切責任を負いません。 

 

第 12条 (保守等による本サービスの変更又は一時停止) 

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を変更し、又は一

時的に停止することができるものとします。 

(1) 本サービスの提供に必要な設備等に対し保守、工事、障害の対策等の実施が必要な場合 

(2) 電気通信事業者が電気通信役務の提供を中止する場合 

(3) 当社と当社が本サービスの運用に付随する業務を委託した第三者以外の者（契約者及

び他の本サービスの利用者を含みます。）に起因して、本サービスの停止が必要な場合 

(4) その他当社が、運用上又は技術上の理由で本サービスの停止が必要と判断した場合 

 

第 13 条 (不可抗力による本サービスの停止) 

1. 天災地変その他の不可抗力により本サービスの全部又は一部が停止した場合、当社は本

サービスの停止後契約者に通知するものとします。 

2. 不可抗力による本サービスの全部又は一部の停止に関して、当社は契約者に対し、一切

の責任を負わないものとします。 

 

第 14 条（損害賠償） 

1. 利用契約に基づく本サービスの利用に関し、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の

範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が利用契約に違反したことが直接の原因

で契約者に現実に発生した通常の損害に限定されるものとし、これ以外には一切の損害賠
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償責任を負わないものとします。 

2. 当社が損害賠償を負担すべき場合は、損害賠償の対象となる事由が発生した時点での、

１か月分の利用料金の額を上限とします。 

3. 利用契約に基づく本サービスの利用に関し、当社の責に帰すべき事由により又は当社が

利用契約に違反したことにより、契約者以外の第三者に損害が発生した場合について、当社

は、前 2 項所定の契約者に対する責任を負うことによって当該第三者に対する一切の責任

を免れるものとし、当該第三者に対する対応は契約者が責任をもって行うものとします。 

 

第 15 条（反社会的勢力等の排除） 

1. 契約者及び当社は、利用契約の締結にあたり、自ら又はその役員（名称の如何を問わず、

相談役、顧問、業務を執行する社員その他の事実上経営に参加していると認められる者）及

び従業員（事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について権限を有するか又はそれを代行

する者）が、次の各号に記載する者に該当せず今後も該当しないこと、また、反社会的勢力

等との関係を持っておらず今後も持たないことを表明し、保証します。 

(1) 警察庁「組織犯罪対策要綱」記載の「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係

企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等」その他これらに準ずる者 

(2) 資金や便宜を供与したり、不正の利益を図る目的で利用したりするなど、前号に記載す

る者と人的・資本的・経済的に深い関係にある者 

2. 契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して、次の各号に記載する行為を行わないこ

とを相手方に対して確約します。 

(1) 詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いる行為 

(2) 違法行為や不当要求行為 

(3) 業務を妨害する行為 

(4) 名誉や信用等を棄損する行為 

(5) 前各号に準ずる行為 

3. 当社は、契約者が前２項に違反すると判断した場合、事前に契約者に通知することなく、

本サービスの提供の停止、又は利用契約の解除をすることができます。当社は、本サービス

の提供停止又は利用契約の解除によって契約者に生じた損害や不利益について、一切の責

任を負いません。 

 

第 16 条 (本サービスの停止、契約の解除) 

1. 利用契約の他の定めにかかわらず、契約者が次の各号に定める事項のいずれかに該当す

る場合、当社は、契約者に対し、事前の催告を行うことなく直ちに、本サービスの提供を停

止し、又は利用契約を解除することができるものとします。 

(1) 契約者が当社又は第三者に振り出した手形又は小切手が不渡りになったとき 

(2) 契約者が第三者から差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあったと
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き、公租公課の滞納処分を受けたとき 

(3) 破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てが

あったとき、又は任意整理の開始等があったとき 

(4) 契約者が支払を停止したとき、又は本サービスを含む当社の提供するサービスの料金

の支払を怠り若しくはそのおそれがあるとき 

(5) 契約者が監督官庁から営業の許可取消処分又は停止処分を受けたとき 

(6) 契約者が当社もしくは第三者に債務の履行猶予の申出を行い、又は債権者集会の招集

準備、主要資産の処分の準備その他債務履行が困難と認められる事由が生じたとき 

(7) 契約者が本サービス利用の申込みにおいて虚偽の事項を通知したとき 

(8) 契約者が本規約又は利用契約に違反したとき 

(9) 当社の業務遂行上又は技術上支障があるとき 

(10) その他、当社が契約者に対する本サービスの提供を不適当と判断したとき 

2. 前項の場合において、契約者は当社に対し、当社に生じた一切の損害を即時に賠償する

ものとします。 

 

第 17 条 (権利義務譲渡等の禁止) 

契約者は、利用契約に基づく権利の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、担保に供しもしく

はその他の処分をし、又は債務の全部もしくは一部を第三者に履行させてはならないもの

とします。 

 

第 18 条 (第三者への委託) 

1. 当社は、利用契約の履行に必要な業務を第三者に委託することができるものとし、契約

者はこれを承諾します。ただし、当社は、これにより、利用契約上の契約者に対する義務を

免れることはできないものとします。 

2. 当社は、前項に基づく第三者への業務の委託にあたり、契約者が本サービスの利用にあ

たり当社に提供した情報又はデータを委託先に提供することができるものとし、契約者は

これを承諾します。 

 

第 19 条 (第三者との紛争) 

1. 契約者が第三者から、本サービスについて当該第三者の知的財産権等を侵害している旨

の請求を受けた場合、契約者は当社に対し、当該請求を受けた後遅滞なくその旨当社に書面

で通知して、情報提供等当該紛争の解決に必要な協力を最大限行うものとします。 

2. 前条の場合を除き、本サービスの利用に関して、契約者と第三者との間において紛争が

生じた場合は、契約者の責任と負担において解決するものとし、当社は一切責任を負わない

ものとします。 
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第 20 条（本サービスの終了） 

1. 当社は、本サービスの提供を終了することがあります。その場合、当社は、原則 14日の

予告期間をおいて契約者にその旨を通知するものとします。 

2. 当社が予期し得ない事由又は法令・規則と制定・改廃、転載等のやむを得ない事由で、

本サービスの提供を終了する場合において 14日以上前の通知が不能な場合であっても、当

社は可能な限り速やかに契約者に対して通知するものとします。 

3. 本条に定める手続に従って通知がなされたときは、本サービスの終了に伴い契約者に生

じたいかなる損害についても、当社は責任を負いません。 

 

第 21 条 (存続条項) 

利用契約の終了後も、第 14条（損害賠償）、第 19条（第三者との紛争）、本条(存続条項)及

び第 22条（準拠法及び管轄裁判所）の定めは、有効に存続するものとします。 

 

第 22 条 (準拠法及び管轄裁判所) 

本規約及び利用契約の準拠法は日本法とし、利用契約に起因し又は関する一切の紛争につ

いては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

2020年 10月 15日制定 

 

株式会社 KACHIEL  

代表取締役 久保憂希也 


